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早いもので、もう３月です。ようやく寒さがゆるみ桜の花のつぼ

みがでてきました。入学式にはちゃんと咲いてくれるでしょうか。 

 

さて年度末・年度始めの事務について大切なお知らせします。３月から４月にかけては、人

事異動により大量のデータが動きます。正しくデータが処理できるよう、すでに予定されてい

る事由がありましたら、事務職員までお知らせください。 

 

 
 

住居について                        ある（いつごろ？）  ない 

① 移転の予定がある ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

② 契約の更新、家賃の更新がある ・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

  

扶養親族について 

① 配偶者が就職または離職する ・・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

② 子どもが大学等に進学、または就職する ・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

③ 扶養親族の仕事の雇用形態や勤務先が変わる ・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

 

給与の振込について 

① 給与口座等を変更したい・・・・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

② 改姓する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

 

通勤について 

① 通勤方法を変えたい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

② 通勤経路が変わるかもしれない（道路工事、開通等）・・・・・ □（  月  日）  □ 

③ 育児、介護のための送迎がなくなる・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

育児、介護のための送迎がはじまる・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

 

その他 

① 扶養手当非受給者で共済組合員証（保険証）がほしい・・・ ・□（  月  日）  □ 

② 税法上の扶養親族を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・□（  月  日）  □ 

                                                                   

                   

 

 
 
 

 

学校事務 

チェックしましょう！！ 

大切なお知らせ☆ 

該当がある方は、事務職員にお知らせ下さい。 

 

報告、待ってま～す☆ 



 
 
 
 
 

 皆さんのお手元に「健康増進・宿泊施設利用券」が使われないまま残っていませんか？ 

 この券は当該年度の 4月1日に在籍する組合員へ、健康維持・増進と心身のリフレッシュ及び宿泊

施設利用の促進を図るために（公立学校共済組合静岡支部の福利厚生事業の一環として）配布されています。 

 
 
 
 
 

 

                                                         閑静なたたずまいがひときわ印象的な 

                                                           青山 ホテルフロラシオン青山は、 

                                                          絶好のロケーションにふさわしい 

                                                         優雅であたたかなホテルです。 

 

 

 

 

 
その他、利用できる施設かどうか等について利用券の裏面に書いてあ

りますのでよく読んでご利用ください。また、航空運賃利用補助については請求方法等を事前に

事務職員等にご相談ください。（注：有効期限 平成23年3月31日） 

 
 
 
記録に残る寒波を乗り越えて今年の桜は特に美しく咲き誇るのではないかと心待ちにしています。こ

の一年間、第１支部の共同実施では１４校が一つのチームとなって各学校の課題や情報を共有し、事務

職員だけでなく他の職とともに課題解決に向けて取り組むことを目指してきました。 

今年度は「情報の共有」に必要な「起案」の定着に取り組み、各学校の予算を有効活用するための話

し合いに繋げるために「学校運営経費一覧」を作成し発信しました。来年度も先生方とのコミュニケー

ションにつながる取り組みを続けていきたいと考えています。 

共同実施は支部の教職員をもって構成される組織です。事務職員だけのものではありませ

ん。教職員が課題解決に向けて支部全体や中学校区で取り組むことの効果を期待していま

す。今後も、学校や職名を超えて、一緒に各学校の課題解決に取り組んでいきましょう。 

 

第１支部学校事務 共同実施副主任       美和中学校 杉山 ひろ子 

 

こんなことに使えます♪ 

もう、使いましたか？ 

何を？ 

「健康増進・宿泊施設利用券」について(*^_^*) 

「宿泊施設利用」 

事業契約をしている宿泊施

設で利用できます。 

例） 東京 ホテルフロラシオン青山 

「航空運賃利用補助」 

航空運賃が最大4000円補助されます。 

※請求方法等について、対象とならない 

ものがありますのでよく確認してください。 富士山静岡空港 

ふれあい健康増進館 ゆらら 

「スポーツ施設の利用」    

契約施設で利用できます。 

第１支部共同実施の取り組みについて 


